
 

第 31 回  議員定数等議会改革推進特別委員会 

                         日 時：令和 3 年 7 月 15 日(木) 

                          10 時 00 分 ～  時  分 

                          場 所：全 員 協 議 会 室  

                   

【出席者】 牛尾委員長、西川副委員長、沖田委員、小川委員、笹田委員、佐々木委員 

 西田委員、西村委員  

【議長・委員外議員】 

【事務局】 古森局長、下間書記、近重議事係長 

 

議  題 

1 多様な人材が議員に立候補しやすい環境整備について 

・議会改革に関する検討結果 第 6 回（案）について  

 

 

 

2 行政視察報告の実施について                                       

 

 

 

 

3 政策サポーター制度について                 

 

 

 

 

4  予算決算委員会のあり方について 

  ＊6 月 11 日の議会運営委員会を受けて 

 

 

5 その他 

 

 

 

○次回開催    月   日（ ）   時   分  全員協議会室 

 

 



 

 

 

                        

 

議会改革に関する検討結果 
 

第 6 回報告書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 7 月 

議員定数等議会改革推進特別委員会 



令和 3 年 7 月 15 日 

 

 浜田市議会議長 川 神 裕 司  様  

 

議員定数等議会改革推進特別委員会  

委員長  牛 尾   昭  

 

 

議会改革に関する検討結果について（第 6 回報告） 

 

 当委員会で定めました議会改革の検討項目のうち、検討が終了した事項につ

いて下記のとおり結果を報告します。  

今後、検討結果に伴う事務処理をはじめ、必要に応じて全議員への周知また

は関係委員会への通知等、適切な対応をお願いいたします。  

  

【検討項目】多様な人材が議員に立候補しやすい環境整備について 

 全国的に過疎化や高齢化が進む地方の自治体では、議員のなり手不足の問題

が深刻化しており、このことは住民自治の根幹に関わる深刻な問題である。 

 住民の多様な意見を反映しながら合意形成を行う場である議会において、多

様な人材が議員に立候補しやすい環境を整備することは急務であるため、下記

の 4 項目について、次期改選後の委員会において具体的に検討してもらうこと

を申し送る。 

 なお、上越市議会が平成 30 年 3 月に作成された「市議を目指しやすい環境整

備検討会提言書」は大変参考になる資料であるため、次期に検討される際は参

考にされたい。（別添資料のとおり） 

                 記 

1.住民参加の機会の拡充による議会への理解度向上 

 住民にとって議会や議員がどのような活動を行っているのかが分かりにくい

ため、議会に対する理解や信頼が得られていないという面があることから、議

会が住民からの要望や提言その他の意見を広く聴取し、多様な民意を市政へ反

映する役割があることを理解してもらうための工夫とその機会を積極的につく

ることが重要である。このための手段として、はまだ市民一日議会の充実をは

じめ、モニター制度・サポーター制度等、様々な住民参加の機会を工夫し検討

されたい。 

 また、議会でどのような議論がなされているかを理解してもらい、議会をよ

り身近な存在と感じてもらうためにも、様々な立場にある世代の住民が積極的

に傍聴できる環境づくりが必要であることから、傍聴席のバリアフリー化や親

子傍聴席、キッズスペースや授乳室等、住民目線で傍聴機会の拡充に努め、環

境整備を検討されたい。 



2.議員に立候補しやすい環境整備の充実 

 議員に立候補した者が、企業等において休暇等を取得する場合に、解雇や配

置転換等の不利益な取り扱いを受けることがないよう、また、落選した場合に

も職場復帰できるような休暇・休職・復職制度の充実についての調査・研究さ

れたい。併せて、日中に仕事を持つ世代や子育て中の世代が仕事や育児と両立

しながら議員活動ができるよう、夜間・休日会議等の開催の可能性について検

討されたい。 

 また、当市議会においては、令和 3 年 3 月に出産・育児・介護等よる会議欠

席事由を会議規則等において規定したところであるが、今後も若い人をはじめ、

多様な人材が市議会へ参加できるよう、会議や視察における子を持つ議員の乳

幼児の同伴や障がいのある議員の介助者・介護犬の同伴、会議室のバリアフリ

ー化等、様々な人々の視点に立って、必要と思われる法令整備や環境整備の充

実について検討されたい。 

3.議会による主
①

権者教育やシ
②

ティズンシップ教育の推進 

 幼児・小学生・中学生・高校生の時から主権者教育をはじめ、ふるさと郷育

や地域体験等、様々な機会を通じて、一人ひとりが浜田市にとって大切な存在

であり、将来、地域のために何が必要で、何が自分にできるかの気づきを持っ

てもらったり、まちづくりや政治、議会や議員の役割について関心を持っても

らったりすることが重要である。 

 このため、小中高校生や大学生等を対象とした模擬会議の開催や高校生によ

る政策甲子園、教育現場に議員が直接出向いて講義する議会出前講座等の開催

を検討されたい。 

①主権者教育とは、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え判断し、行動していく主権者を育成する教育 

②シティズンシップ教育とは、市民として必要な要素を備え、市民としての役割を果たせるようになることを目指す教育 

 

4.議会におけるＩＣＴの活用と推進   

  当市議会では平成 30 年からタブレット端末を全議員に貸与し、ペーパーレ

ス会議システムを導入しており、資料のペーパーレス化はもちろんのこと、議

員の情報収集機能の強化につながっている。タブレット端末の活用は、ライフ

スタイルが多様化する中、場所や時間に制約されることなく会議資料等の閲覧

や検索ができたり、ウェブ会議やウェブ研修への参加を可能にしたりすること

からも、今後さらなる活用が期待される。  

 また、広報広聴機能の充実として、これまでも会議等の動画配信、会議資料

や審議結果の公開等市議会ホームページ等を通じて積極的に議会の見える化を

図っており、今後はＳＮＳの活用等、議会広報広聴委員会での調査研究を踏ま

え、議会情報を分かり易く市民に公開することにより、議会への市民参加と関

心の向上を図り、ＩＣＴを積極的に活用した次代の議会運営等について調査研

究し、さらに推進されたい。 



【参考資料：上越市議会提言書】
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2.行政視察報告について 

１．行政視察の目的・意義の明確化 

（１）視察とは 

 議員が議案の審査あるいは当該地方公共団体の事務（行政課題）または議会運営等

に関して必要な調査を行うために、国及び他の普通地方公共団体、その他関係機関・

施設等に赴き、現地の見学、説明の聴取、資料の収集等を行うこと。 

 

（２）視察の種類 

  ①公務（委員会）としての視察 

議会または委員会の議決に基づき、議会活動として行われる委員会視察 

  ②政務活動としての視察 

政務活動費を充当し、政務活動として行われる議員個人または会派の調査活動 

 

（３）行政視察の位置づけ 

 行政視察を市政に関する課題解決のためのプロセスの 1 つとして位置付け、最終的

には政策立案や政策提言につなげることを目標とする。 

 

  ①行政課題の抽出・市民意見の聴取（議会報告会、地域井戸端会等）  

 →②課題設定（委員会における所管事務調査、取組む重要テーマ）  

 →③行政視察（②の課題に沿った参考となる先進地を選ぶ） 

 →④考察  

 →⑤政策立案・政策提言 

  

２．行政視察報告の実施要領 

＜議会基本条例 第 13 条 2 項＞ 

委員会は、行政視察を行ったときは、その目的、成果及び費用を公表するとともに、

提言及び提案につなげるよう努めるものとする。 

 

（１）行政視察報告の目的 

   各委員会等が行政視察後に視察先で得た知見等について協議・研究し、必要に応じ

て政策に反映させる議論が必要。また、議会全体でその内容を共有し、執行部はもち

ろんのこと市民への説明責任を果たす。 

 

（２）報告対象と報告方法 
視察の種類 報告先 報告方法 

公 務 
議会運営委員会 
常任委員会 
特別委員会 

議員・執行部 全員協議会・ホームページ 

市民 ホームページ 
政務活動 個人・会派 議員・執行部・市民 ホームページ 

※会派・個人の政務活動による視察報告は、会派・個人が判断し議会全体で共有する

必要があると判断した場合は、議員・執行部へ全員協議会で報告することも可とす

る。 
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（３）報告要領 

 公務としての行政視察の場合、行政視察報告は正副委員長が主体となり委員会とし

てまとめる。報告の形式としては、統一書式の行政視察報告書をベースとし、ホーム

ページ公開用としてプレゼンテーション形式の資料を作成する。また、議員・執行部

への報告については、その資料をもとに全員協議会で行うものとする。 

 

①行政視察報告書（統一書式） 

1.期間     

2.場所及び目的  

3.精算額   

4.派遣委員名 

5.調査の概要 

  ①視察日時、②視察（調査）事項、③視察目的、④視察先の概要、 

  ⑤視察内容（視察先の取組・事業概要）、⑥委員会の考察 

 

②プレゼンテーション資料 

 行政視察報告書を活用して、委員会で協議し作成していく。 

   どの程度の内容を盛り込むか？ 

   （日向市の例） 

     ・作りは委員会によって異なっているが、概ね下記の内容が掲載 

     ・視察日時・場所、視察目的、視察先の概要、 

      視察内容（視察先の取組・事業概要・課題）、委員の所管 

 

③議員・執行部への報告    

 行政視察実施後（行政視察報告書を議長へ提出した後）の全員協議会において速や

かに行う。 

 →各委員会によって視察次期が異なるため、ばらばらに実施することになる。 
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9 ●●●●●事業 20

当初（3）100千円

【事業費】
補正前 補正額 補正後

100 20 120

番号
新規

区分
事業名及び事業概要 事業費

◆◆・・・・・・・
・○○○○費

14 ●●●●●事業 △ 10

当初（3）100千円　　第2号（9）20千円

【事業費】
補正前 補正額 補正後

120 △ 10 110

番号
新規

区分
事業名及び事業概要 事業費

◆◆・・・・・・・
・○○○○費

事 業 名 ●●●●●事業 NO.●

担 当 課 ●●●●課

科 目 等

事業区分 前年比較 会計 款 項 目

●　●　●

繰越明許費 当初 第1号 第2号 第3号 第4号

** ** ** **

裁量 継続 一般会計 ●　●　● ●　●　●

千円

100 20 ▲ 10

千円 千円 千円 千円 千円

(14)

（説明資料番号） 第5号 第6号 第7号 第8号
千円 千円

予算額 (3) (9)

千円 千円

執行状況
現計予算 流用等額 予算現額 翌年度繰越額 決算額 執行率

千円 千円 千円 千円 千円 ％

110 110 ****** ******

4.予算決算委員会のあり方について 

□検討事項 2 予算説明資料における事業番号の統一について 

◆ケース 1 当初予算計上し年度途中に 2 回（第 2 号、第 4 号）補正した場合  

当初 100 千円、第 2 号補正額（20 千円増額）、第 4 号補正額（ 10 千円減額）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

当初予算説明資料 

補正予算（第 2 号）説明資料（20 千円増額） 

主要施策等実績報告書  

補正予算（第 4 号）説明資料（10 千円減額）  

整理

番号

事業

区分

前年

比較
　　

事業費
（前年度）

一般財源
（前年度）

3 裁量 ●●●●●事業 26,921 26,921

(27,076) (27,076)

【特定財源】
　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

事業名及び事業概要

【事業概要】
　○○○○・・・

【主な内容】
　◆◆◆◆◆◆◆◆・・・

【担当課】
　議会事務局
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9 新規 ●●●●●事業 100

【事業費】
補正前 補正額 補正後

0 100 100

番号
新規

区分 事業名及び事業概要 事業費

◆◆・・・・・・・
・○○○○費

14 ●●●●●事業 10

第2号（9）100千円

【事業費】
補正前 補正額 補正後

100 10 110

番号
新規

区分
事業名及び事業概要 事業費

◆◆・・・・・・・
・○○○○費

 

◆ケース 2 当初予算には未計上で年度途中に補正した場合  

第 2 号補正額 100 千円、第 4 号補正額 10 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 ●●●●●事業 NO.●

担 当 課 ●●●●課

科 目 等

事業区分 前年比較 会計 款 項 目

●　●　●

繰越明許費 当初 第1号 第2号 第3号 第4号

** ** ** **

裁量 新規 一般会計 ●　●　● ●　●　●

千円

100 10

千円 千円 千円 千円 千円

(14)

（説明資料番号） 第5号 第6号 第7号 第8号
千円 千円

予算額 (9)

千円 千円

執行状況
現計予算 流用等額 予算現額 翌年度繰越額 決算額 執行率

千円 千円 千円 千円 千円 ％

110 110 ****** ******

補正予算（第 2 号）説明資料（100 千円計上）  

主要施策等実績報告書  

補正予算（第 4 号）説明資料（10 千円増額）  
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□検討事項 1 決算審査後の附帯意見作成の流れについて  

【提案の背景】  

 決算認定で、対象が数百件に及ぶ事業に附帯意見をつけず「認定」とする議員

が相当数存在する現状の改善  

 審査後に各議員が意見を記載し、後日正副委員長が作成、全委員で協議という

現在の流れでは議員の理解が深まらない。改善のため、少人数で意見の出やす

い状況をつくるために、常任委員会単位での意見集約を加え、その後全委員で

作成する。  

 

【現在の附帯意見作成の流れ】  

  ①委員会審査→ ②採決→ ③全委員（23 人）へ記載票配付後提出→  

  ④委員から提出された意見をもとに正副委員長で原案作成→  

  ⑤後日、予算決算委員会を開催し、附帯意見の協議・調整・決定  

  （正副委員長案について、委員に意見を求め、修正等を行い決定する）  

 

【議会運営委員会で提案された案】  
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案 1 常任委員会単位又は会派単位で意見を集約  

①委員会審査→  ②採決→  ③常任委員会又は会派で附帯意見案を作成→  

④予算決算委員会で各委員会又は各会派からの附帯意見（案）を報告→  

⑤報告をもとに予算決算委員会で全委員による附帯意見の協議・完成  

案 2 自由討議を行う  

①委員会審査→  ②採決→  ③採決後、全委員（ 23 人）で自由討議→  

④正副委員長で原案作成→   

⑤後日、予算決算委員会を開催し、附帯意見の協議・調整・決定  

案 3 附帯意見をつけるかどうか自由討議を行い決定する。つける場合、常任

委員会又は会派単位で意見を集約し、予算決算委員会で附帯意見案を報告する。

その附帯意見案について自由討議を経て予算決算委員会としての附帯意見をま

とめあげる  

①委員会審査→  ②採決→  ③附帯意見をつけるかどうか自由討議を行う→  

④つけることが決定した場合、常任委員会又は会派単位で附帯意見案を作成→  

⑤予算決算委員会において、常任委員会又は各会派からの附帯意見案を報告→  

⑥報告をもとに予算決算委員会で全委員による自由討議を行い、附帯意見の調整・決

定 

 


